
令和３年３月 29 日 

 

令和２年度 第３回飯山市地域公共交通会議 

 

協議事項（１）飯山市地域公共交通会議規約の一部改正について 

 

 飯山市では、市内で運行されている各種公共交通の状況を整理するとともに、「地域に

とって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにしていくため、地域公共交通の

活性化及び再生に関する法律に基づく地域公共交通計画（以下、単に「計画」という。）

の策定に着手することを計画している。 

 

そこで、当会議で計画の策定及び変更の協議並びに実施に係る協議及び連絡調整等に

ついて審議できるようにしたい。 

 

併せて、飯山市地域公共交通会議が市の主宰であるという位置づけを明確にするため、

これまで構成員の互選となっていた会長職を飯山市長とし、併せて協議事項に関係する

各課等を事務局として位置付けることとしたい。 

 

この他、会議の運営方法について必要な修正を行いたい。 

  

①概要 

  ・当会議の目的に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく地域公共

交通計画等の作成及び実施に関し必要な協議を行う旨を追加する。 

（第１条、第３条） 

  ・当会議の事務所を飯山市役所内に設置する。（第２条） 

  ・当会議は市長が主宰であること、構成員に長野県警察、道路管理者、長野県企画

振興部交通政策課長、学識経験者を設置する旨を明記する。（第４条） 

  ・当会議の会長を市長とし、副会長は会長からの指名とする。（第５条） 

  ・構成員の任期を２年とする。（第６条） 

  ・当会議の事務局は公共交通政策の担当課とし、協議事項に係る事業の実施に関連

する課等を事務局に参加させることができることとする。（第７条） 

  ・会議は構成員の過半数が出席しなければ開会できない旨を明記する。（第８条） 

資料３ 
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  ・会長は必要に応じて、構成員以外の者に対して会議に出席を求めることができ   

ることとする。（第８条） 

  ・会議の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数の時は議長である会長の決

するところによるものとする。（第８条） 

  ・書面決議による議決要件を明記する。（第８条） 

  ・幹事会の長及び構成員は会長が指名する者とし、幹事会の取り扱う事項について

定める。（第 10 条） 

  ・規約を変更する場合に、当会議の承認を得ることを明記する。（第 11 条） 

 

 ②改正時期 

  令和３年４月１日 

 

 

（資料） 

 ・地域公共交通会議の規約改正のポイント            ・・・３ 

 

 ・飯山市地域公共交通会議規約（改正後案）           ・・・４ 

 

 ・飯山市地域公共交通会議規約の一部改正 新旧対照表      ・・・７ 

 

 ・飯山市地域公共交通会議規約（現行）             ・・・12 
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〇地域公共交通会議の規約改正のポイント

 １ 構成員の変更、任期の追加（２年）

 ２ 会議の運営⽅法等の変更

 ３ 協議事項の追加

（現⾏） （規約改正後） 

会 ⻑ 市⻑
副会⻑ 構成員から会⻑

が指名

会 ⻑：構成員の互選
副会⻑：構成員の互選
※慣例により、正副区⻑会協
議会⻑が就任

〇構成員
区⻑会協議会
公募委員
交通事業者
学校関係者
警察署
国・県
路線沿線⾃治体
市職員

事務局
企画財政課

事務局
協議事項に関係する各課等
（会⻑が決定）
企画財政課は処務を⾏う

〇構成員
区⻑会協議会
公募委員
交通事業者
学校関係者
警察署（明記）
国・県（県本庁のみ明記）
路線沿線⾃治体
学識経験者（明記）

①会議の議事は、出席構成員の過半数で決する（同数の場合は議⻑（会⻑）が決定）
※現状は「出席者の総意」

②幹事会の構成員・開催基準を変更

地域公共交通計画の策定・変更及び計画に基づく事業の実施に関することを追加
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飯⼭市地域公共交通会議規約 
 

平成 19 年３⽉６⽇ 施⾏  
令和３年 ⽉ ⽇ 改正  

（⽬的） 
第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域における需要に応

じた住⺠の⽣活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客に利便の増進を図り、地域の
実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の
活性化及び再⽣に関する法律（改正：令和２年法律第３６号）に基づく地域公共交通計画
（以下「交通計画」という。）等の作成及び実施に関し必要な協議を⾏うため、 飯⼭市地
域公共交通会議（以下「交通会議」という。）を設置する。 

 
（事務所） 

第 2 条 交通会議の事務所は、飯⼭市⼤字飯⼭１１１０番地１号飯⼭市役所内に置く 。 
 

（協議事項） 
第３条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。 
（１）地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料⾦等に関する事項 
（２）市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 
（３）交通計画等の策定及び変更の協議並びに実施に係る協議及び連絡調整並びに事業の実

施に関すること。  
（４）交通会議の運営⽅法その他交通会議が必要と認める事項 
 

（組織） 
第４条 交通会議は、市⻑が主宰する。  
２ 交通会議の構成員は、次に掲げる者から、市⻑が委嘱する。  
（１）⼀般乗合旅客⾃動⾞運送事業者 
（２）⼀般貸切・乗⽤旅客⾃動⾞運送事業者 
（３）関係する都道府県バス・タクシー協会 
（４）住⺠⼜は利⽤者の代表 
（５）北陸信越運輸局⻑（⻑野運輸⽀局⻑）⼜はその指名する者 
（６）⼀般旅客⾃動⾞運送事業者の事業⽤⾃動⾞の運転者が組織する団体 
（７）⻑野県警察 
（８）道路管理者  
（９）⻑野県企画振興部交通政策課⻑ 
（10）学識経験者 
（11）その他市⻑が必要と認める者 
 

改正後（案） 
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（役員） 
第５条 交通会議に次の役員を置く。 
（１）会⻑  １⼈ 
（２）副会⻑ １⼈ 
２ 会⻑は、市⻑とし、交通会議を代表する。 
３ 会⻑及び副会⻑は、相互に兼ねることはできない。 
４ 副会⻑は、構成員のうちから会⻑が指名する。 
５ 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるとき⼜は会⻑が⽋けたときは、その職務を

代理する。  
 
 （構成員の任期） 
第 6 条 構成員の任期は２年とし、補⽋構成員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、

再任を妨げない。  
 

（事務局） 
第７条 会議の業務を処理するため、会議に事務局を置く。 
２ 事務局は、飯⼭市の公共交通政策を担当する課に置く。 
３ 会⻑は、前項に掲げる課のほか、第３条に規定する協議事項に係る事業の実施に関連す

る課等を事務局に参加させることができる。 
４ 事務局の処務に関し必要な事項は、会⻑が別に定める。  
 

（交通会議の運営） 
第８条 交通会議の会議（以下、単に「会議」という。）は、会⻑が招集し、会⻑が議⻑とな

る。 
２ 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
３ 会⻑が必要と認める場合は、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。 
４ 会議の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議⻑の決するところに

よる。 
５ 会議は原則として公開する。ただし、特別な事情があると認められる協議については、

その⼀部⼜は全部を公開しないことができる。 
６ 会⻑は、緊急その他やむを得ない事情により会議を開催することが困難な場合は、書⾯

協議により議決することができる。この場合において、第 2 項及び第 4 項の規定を準⽤す
る。  

 
（協議結果の尊重義務）  

第９条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事
項の誠実な実施に努めるものとする。 
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（幹事会） 
第 10 条 交通会議は、必要に応じて幹事会を置くことができる。 
２ 幹事会は、幹事⻑及び幹事をもって組織し、幹事⻑及び幹事は、構成員のうちから会⻑

が指名する者をもって充てる。 
３ 幹事⻑は、会務を総理し、幹事会を代表する。 
４ 幹事会は、交通会議が付託した事案⼜は交通会議に付議する事項で、あらかじめ研究若

しくは調査を必要とする事案について調査及び検討を⾏う。 
５ 幹事会は、前項の調査及び検討のほか、交通会議の協議事項のうち、交通会議が委任す

る事項について決定をすることができる。 
６ 第 8 条の規定は、幹事会の会議について準⽤する。 
７ 幹事会は、第 4 項の調査及び検討の結果並びに第 5 項の決定の内容を交通会議に報告し

なければならない。 
８ 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会⻑が別に定める。  
 
 （規約の変更） 
第 11 条 この規約を変更する場合は、交通会議の承認を得なければならない。  
 
（その他） 
第 12 条 この規約に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会⻑が交通

会議に諮り定める。 
 
   附 則 
 この規約は、令和３年４⽉１⽇から施⾏する。 

- 6 -



 
飯

⼭
市

地
域

公
共

交
通

会
議

規
約

の
⼀

部
を

改
正

す
る

案
 

新
旧

対
照

表
 

 

新
 

旧
 

飯
⼭

市
地

域
公

共
交

通
会

議
規

約
 

平
成

19
年

３
⽉

６
⽇

 
施

⾏
 

令
和

３
年

 
⽉

 
⽇

 
改

正
 

（
⽬

的
）

 
第

１
条

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
道

路
運

送
法（

昭
和

２
６

年
法

律
第

１
８

３
号

）の
規

定
に

基
づ

き
、地

域
に

お
け

る
需

要
に

応
じ

た
住

⺠
の

⽣
活

に
必

要
な

バ
ス

等
の

旅
客

運
送

の
確

保
そ

の
他

旅
客

に
利

便
の

増
進

を
図

り
、

地
域

の
実

情
に

即
し

た
輸

送
サ

ー
ビ

ス
の

実
現

に
必

要
と

な
る

事
項

を
協

議
す

る
と

と
も

に
、

地
域

公
共

交
通

の
活

性
化

及
び

再
⽣

に
関

す
る

法
律（

改
正

：
令

和
２

年
法

律
第

３
６

号
）に

基
づ

く
地

域
公

共
交

通
計

画
（

以
下

「
交

通
計

画
」

と
い

う
。）

等
の

作
成

及
び

実
施

に
関

し
必

要
な

協
議

を
⾏

う
た

め
、飯

⼭
市

地
域

公
共

交
通

会
議（

以
下「

交
通

会
議

」と
い

う
。）

を
設

置
す

る
。

 
 

（
事

務
所

）
 

第
2

条
 

交
通

会
議

の
事

務
所

は
、

飯
⼭

市
⼤

字
飯

⼭
１

１
１

０
番

地
１

号
飯

⼭
市

役
所

内
に

置
く

。
 

 
（

協
議

事
項

）
 

第
３

条
 

交
通

会
議

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

 
（

１
）

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
適

切
な

乗
合

旅
客

運
送

の
態

様
及

び
運

賃
・

料
⾦

等
に

関
す

る
事

項
 

（
２

）
市

運
営

有
償

運
送

の
必

要
性

及
び

旅
客

か
ら

収
受

す
る

対
価

に
関

す
る

事
項

 

飯
⼭

市
地

域
公

共
交

通
会

議
規

約
 

平
成

１
９

年
３

⽉
６

⽇
 

施
⾏

 
 （

⽬
的

）
 

第
１

条
 

飯
⼭

市
地

域
公

共
交

通
会

議
（

以
下

「
交

通
会

議
」

と
い

う
。）

は
、

道
路

運
送

法（
昭

和
２

６
年

法
律

第
１

８
３

号
）の

規
定

に
基

づ
き

、地
域

に
お

け
る

需
要

に
応

じ
た

住
⺠

の
⽣

活
に

必
要

な
バ

ス
等

の
旅

客
運

送
の

確
保

そ
の

他
旅

客
に

利
便

の
増

進
を

図
り

、
地

域
の

実
情

に
即

し
た

輸
送

サ
ー

ビ
ス

の
実

現
に

必
要

と
な

る
事

項
を

協
議

す
る

た
め

設
置

す
る

。
 

         （
協

議
事

項
）

 
第

２
条

 
交

通
会

議
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

適
切

な
乗

合
旅

客
運

送
の

態
様

及
び

運
賃

・
料

⾦
等

に
関

す
る

事
項

 
（

２
）

市
運

営
有

償
運

送
の

必
要

性
及

び
旅

客
か

ら
収

受
す

る
対

価
に

関
す

る
事

項
 

- 7 -



 
飯

⼭
市

地
域

公
共

交
通

会
議

規
約

の
⼀

部
を

改
正

す
る

案
 

新
旧

対
照

表
 

 

新
 

旧
 

（
３

）
交

通
計

画
等

の
策

定
及

び
変

更
の

協
議

並
び

に
実

施
に

係
る

協
議

及
び

連
絡

調
整

並
び

に
事

業
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
４

）
交

通
会

議
の

運
営

⽅
法

そ
の

他
交

通
会

議
が

必
要

と
認

め
る

事
項

 
 

（
組

織
）

 
第

４
条

 
交

通
会

議
は

、
市

⻑
が

主
宰

す
る

。
 

         ２
 

交
通

会
議

の
構

成
員

は
、

次
に

掲
げ

る
者

か
ら

、
市

⻑
が

委
嘱

す
る

。
 

（
１

）
⼀

般
乗

合
旅

客
⾃

動
⾞

運
送

事
業

者
 

（
２

）
⼀

般
貸

切
・

乗
⽤

旅
客

⾃
動

⾞
運

送
事

業
者

 
（

３
）

関
係

す
る

都
道

府
県

バ
ス

・
タ

ク
シ

ー
協

会
 

（
４

）
住

⺠
⼜

は
利

⽤
者

の
代

表
 

（
５

）
北

陸
信

越
運

輸
局

⻑
（

⻑
野

運
輸

⽀
局

⻑
）

⼜
は

そ
の

指
名

す
る

者
 

（
６

）
⼀

般
旅

客
⾃

動
⾞

運
送

事
業

者
の

事
業

⽤
⾃

動
⾞

の
運

転
者

が
組

織
す

る
団

体
 

（
７

）
⻑

野
県

警
察

 

  （
３

）
交

通
会

議
の

運
営

⽅
法

そ
の

他
交

通
会

議
が

必
要

と
認

め
る

事
項

 
 （

交
通

会
議

の
構

成
員

）
 

第
３

条
 

交
通

会
議

の
構

成
員

は
、

次
に

掲
げ

る
者

と
す

る
。

 
（

１
）

市
⻑

⼜
は

そ
の

指
名

す
る

者
 

（
２

）
⼀

般
乗

合
旅

客
⾃

動
⾞

運
送

事
業

者
 

（
３

）
⼀

般
貸

切
・

乗
⽤

旅
客

⾃
動

⾞
運

送
事

業
者

 
（

４
）

関
係

す
る

都
道

府
県

バ
ス

・
タ

ク
シ

ー
協

会
 

（
５

）
住

⺠
⼜

は
利

⽤
者

の
代

表
 

（
６

）
北

陸
信

越
運

輸
局

⻑
（

⻑
野

運
輸

⽀
局

⻑
）

⼜
は

そ
の

指
名

す
る

者
 

（
７

）
⼀

般
旅

客
⾃

動
⾞

運
送

事
業

者
の

事
業

⽤
⾃

動
⾞

の
運

転
者

が
組

織
す

る
団

体
 

（
８

）
そ

の
他

交
通

会
議

が
必

要
と

認
め

る
者
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飯

⼭
市

地
域

公
共

交
通

会
議

規
約

の
⼀

部
を

改
正

す
る

案
 

新
旧

対
照

表
 

 

新
 

旧
 

（
８

）
道

路
管

理
者

 
（

９
）

⻑
野

県
企

画
振

興
部

交
通

政
策

課
⻑

 
（

10
）

学
識

経
験

者
 

（
11

）
そ

の
他

市
⻑

が
必

要
と

認
め

る
者

 
 

（
役

員
）

 
第

５
条

 
交

通
会

議
に

次
の

役
員

を
置

く
。

 
（

１
）

会
⻑

 
 

１
⼈

 
（

２
）

副
会

⻑
 

１
⼈

 
２

 
会

⻑
は

、
市

⻑
と

し
、

交
通

会
議

を
代

表
す

る
。

 
３

 
会

⻑
及

び
副

会
⻑

は
、

相
互

に
兼

ね
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

 
４

 
副

会
⻑

は
、

構
成

員
の

う
ち

か
ら

会
⻑

が
指

名
す

る
。

 
５

 
副

会
⻑

は
、

会
⻑

を
補

佐
し

、
会

⻑
に

事
故

が
あ

る
と

き
⼜

は
会

⻑
が

⽋
け

た
と

き
は

、
そ

の
職

務
を

代
理

す
る

。
 

  
（

構
成

員
の

任
期

）
 

第
6

条
 

構
成

員
の

任
期

は
２

年
と

し
、

補
⽋

構
成

員
の

任
期

は
、

前
任

者
の

残
任

期
間

と
す

る
。

た
だ

し
、

再
任

を
妨

げ
な

い
。

 
 

（
事

務
局

）
 

第
７

条
 

会
議

の
業

務
を

処
理

す
る

た
め

、
会

議
に

事
務

局
を

置
く

。
 

２
 

事
務

局
は

、
飯

⼭
市

の
公

共
交

通
政

策
を

担
当

す
る

課
に

置
く

。
 

３
 

会
⻑

は
、

前
項

に
掲

げ
る

課
の

ほ
か

、
第

３
条

に
規

定
す

る
協

議
事

項
に

係
る

事
業

の
実

施
に

関
連

す
る

課
等

を
事

務
局

に
参

加
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
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飯

⼭
市

地
域

公
共

交
通

会
議

規
約

の
⼀

部
を

改
正

す
る

案
 

新
旧

対
照

表
 

 

新
 

旧
 

る
。

 
４

 
事

務
局

の
処

務
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
会

⻑
が

別
に

定
め

る
。

 
（

交
通

会
議

の
運

営
）

 
第

８
条

 
交

通
会

議
の

会
議

（
以

下
、

単
に

「
会

議
」

と
い

う
。）

は
、

会
⻑

が
招

集
し

、
会

⻑
が

議
⻑

と
な

る
。

 
２

 
会

議
は

、構
成

員
の

過
半

数
が

出
席

し
な

け
れ

ば
開

く
こ

と
が

で
き

な
い

。 
３

 
会

⻑
が

必
要

と
認

め
る

場
合

は
、

会
議

に
構

成
員

以
外

の
者

の
出

席
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
４

 
会

議
の

議
事

は
、

出
席

構
成

員
の

過
半

数
で

決
し

、
可

否
同

数
の

と
き

は
、

議
⻑

の
決

す
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

５
 

会
議

は
原

則
と

し
て

公
開

す
る

。
た

だ
し

、
特

別
な

事
情

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
協

議
に

つ
い

て
は

、
そ

の
⼀

部
⼜

は
全

部
を

公
開

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

 
６

 
会

⻑
は

、
緊

急
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ

り
会

議
を

開
催

す
る

こ
と

が
困

難
な

場
合

は
、

書
⾯

協
議

に
よ

り
議

決
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

2項
及

び
第

4項
の

規
定

を
準

⽤
す

る
。

 
 

（
協

議
結

果
の

尊
重

義
務

）
 

第
９

条
 

交
通

会
議

に
お

い
て

協
議

が
調

っ
た

事
項

に
つ

い
て

、
関

係
者

は
そ

の
結

果
を

尊
重

し
、

当
該

事
項

の
誠

実
な

実
施

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
 

（
幹

事
会

）
 

第
10

条
 

交
通

会
議

は
、

必
要

に
応

じ
て

幹
事

会
を

置
く

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

  （
交

通
会

議
の

運
営

）
 

第
４

条
 

交
通

会
議

に
会

⻑
を

お
き

、
構

成
員

の
中

か
ら

互
選

に
よ

り
選

任
す

る
。

 
２

 
会

⻑
は

、
交

通
会

議
を

代
表

し
、

会
務

を
総

括
す

る
。

 
３

 
会

⻑
に

事
故

が
あ

る
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
会

⻑
が

指
名

す
る

者
が

そ
の

職
務

を
代

理
す

る
。

 
４

 
交

通
会

議
の

議
決

の
⽅

法
は

、
出

席
者

の
総

意
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 
５

 
交

通
会

議
は

原
則

と
し

て
公

開
す

る
。

 
６

 
交

通
会

議
の

庶
務

は
、飯

⼭
市

総
務

部
企

画
財

政
課

に
お

い
て

処
理

す
る

。 
      （

協
議

結
果

の
取

扱
い

）
 

第
５

条
 

交
通

会
議

に
お

い
て

協
議

が
調

っ
た

事
項

に
つ

い
て

、
関

係
者

は
そ

の
結

果
を

尊
重

し
、

当
該

事
項

の
誠

実
な

実
施

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
 （

幹
事

会
）

 
第

６
条

 
交

通
会

議
は

、
必

要
に

応
じ

て
第

３
条

の
（

１
）

か
ら

（
３

）、
（

５
）

及
び

（
８

）
に

定
め

る
構

成
員

に
よ

る
幹

事
会

を
お

く
こ

と
が

で
き

る
。
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飯

⼭
市

地
域

公
共

交
通

会
議

規
約

の
⼀

部
を

改
正

す
る

案
 

新
旧

対
照

表
 

 

新
 

旧
 

２
 

幹
事

会
は

、
幹

事
⻑

及
び

幹
事

を
も

っ
て

組
織

し
、

幹
事

⻑
及

び
幹

事
は

、
構

成
員

の
う

ち
か

ら
会

⻑
が

指
名

す
る

者
を

も
っ

て
充

て
る

。
 

３
 

幹
事

⻑
は

、
会

務
を

総
理

し
、

幹
事

会
を

代
表

す
る

。
 

４
 

幹
事

会
は

、
交

通
会

議
が

付
託

し
た

事
案

⼜
は

交
通

会
議

に
付

議
す

る
事

項
で

、
あ

ら
か

じ
め

研
究

若
し

く
は

調
査

を
必

要
と

す
る

事
案

に
つ

い
て

調
査

及
び

検
討

を
⾏

う
。

 
５

 
幹

事
会

は
、

前
項

の
調

査
及

び
検

討
の

ほ
か

、
交

通
会

議
の

協
議

事
項

の
う

ち
、交

通
会

議
が

委
任

す
る

事
項

に
つ

い
て

決
定

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。 

６
 

第
8条

の
規

定
は

、
幹

事
会

の
会

議
に

つ
い

て
準

⽤
す

る
。

 
７

 
幹

事
会

は
、

第
4

項
の

調
査

及
び

検
討

の
結

果
並

び
に

第
5

項
の

決
定

の
内

容
を

交
通

会
議

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

８
 

幹
事

会
の

組
織

、
運

営
そ

の
他

必
要

な
事

項
は

、
会

⻑
が

別
に

定
め

る
。

 
  

（
規

約
の

変
更

）
 

第
11

条
 

こ
の

規
約

を
変

更
す

る
場

合
は

、交
通

会
議

の
承

認
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
 

（
そ

の
他

）
 

第
12

条
 

こ
の

規
約

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、交

通
会

議
の

運
営

に
関

し
て

必
要

な
事

項
は

、
会

⻑
が

交
通

会
議

に
諮

り
定

め
る

。
 

  
 

 
附

 
則

 
 

こ
の

規
約

は
、

令
和

３
年

４
⽉

１
⽇

か
ら

施
⾏

す
る

。
 

２
 

幹
事

会
は

交
通

会
議

の
運

営
及

び
旅

客
運

送
の

実
施

に
お

け
る

軽
微

な
時

刻
改

正
や

便
数

の
変

更
等

必
要

な
事

項
を

処
理

す
る

。
 

              （
そ

の
他

）
 

第
７

条
 

こ
の

規
約

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

交
通

会
議

の
運

営
に

関
し

て
必

要
な

事
項

は
、

会
⻑

が
交

通
会

議
に

諮
り

定
め

る
。

 

 

- 11 -



 
飯山市地域公共交通会議規約 

 

 

（目的） 

第１条 飯山市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）は、道路運送法（昭和

２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必

要なバス等の旅客運送の確保その他旅客に利便の増進を図り、地域の実情に即した輸

送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

（１）地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項 

（２）市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

（３）交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項 

 

（交通会議の構成員） 

第３条 交通会議の構成員は、次に掲げる者とする。 

（１）市長又はその指名する者 

（２）一般乗合旅客自動車運送事業者 

（３）一般貸切・乗用旅客自動車運送事業者 

（４）関係する都道府県バス・タクシー協会 

（５）住民又は利用者の代表 

（６）北陸信越運輸局長（長野運輸支局長）又はその指名する者 

（７）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

（８）その他交通会議が必要と認める者 

 

（交通会議の運営） 

第４条 交通会議に会長をおき、構成員の中から互選により選任する。 

２ 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。 

３ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。 

４ 交通会議の議決の方法は、出席者の総意によるものとする。 

５ 交通会議は原則として公開する。 

６ 交通会議の庶務は、飯山市総務部企画財政課において処理する。 

 

（協議結果の取扱い） 

第５条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当

該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

 

（幹事会） 

第６条 交通会議は、必要に応じて第３条の（１）から（３）、（５）及び（８）に定め

る構成員による幹事会をおくことができる。 

２ 幹事会は交通会議の運営及び旅客運送の実施における軽微な時刻改正や便数の変

更等必要な事項を処理する。 

 

（その他） 

第７条 この規約に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が

交通会議に諮り定める。 

 

 

平成１９年３月６日 施行 

 

現行 

- 12 -


	01 協議事項１　規約改正
	02 公共交通会議　組織見直し案
	03 飯山市地域公共交通会議規約（R3.4.1～）
	04 公共交通会議規約　新旧対照表
	05 飯山市地域公共交通会議規約（現行）



